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ワーケーション推進のための広報・マッチング促進事業業務委託 

企画提案コンペ参加仕様書 

 

１ 業務の目的 

新型コロナウイルスの感染拡大によりテレワークが急速に普及するなか、アフターコロナ

時代の新しい働き方・ライフスタイルとして、リゾート地や地方でテレワークを行う「ワー

ケーション」が注目されている。 

本県では、首都圏等の企業や個人等をワーケーションに誘致することで、県内経済や地域

の活性化・関係人口の増加をめざすとともに、移住の促進につなげることを目的として、ワ

ーケーション推進に取り組んでいる。 

三重県で行うワーケーションの魅力を一体的に発信し、マッチングを促進するため、キッ

クオフイベントを開催する。また、ワーケーションに関心がある企業及び個人が、必要とす

る情報を快適に得ることができるよう、受入施設等とのマッチング機能を有するウェブサイ

トを構築する。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）委託業務名 

ワーケーション推進のための広報・マッチング促進事業業務委託 

（２）業務内容 

別添「業務仕様書」のとおり 

（３）委託期間 

契約日から令和３年３月３１日（水）まで 

 

３ 契約上限額 

５，５６６，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 企画提案コンペ参加者の資格に関する事項 

次に掲げる条件をすべて満たす者とする。 

なお、共同事業体等複数者から成る組織による参加も可能とする。ただし、当該共同事業

体の各構成員が下記条件を全て満たすこと。 

共同事業体等により参加する場合は、代表となる主体を定めること。同時に複数の共同事

業体の構成員になることはできず、また、共同事業体に所属しながら自らが単独で提案を行

うことはできない。 

（１）当該企画提案コンペに係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得な

い者でないこと 

（２）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二

条第一項各号に掲げる者でないこと 
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（３）三重県建設工事等資格（指名）停止措置要領により資格（指名）停止を受けている期

間中である者でないこと 

（４）三重県物件関係落札資格停止要綱により落札資格停止措置を受けている期間中である

者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと 

（５）三重県税又は地方消費税を滞納している者でないこと 

 

５ 質問の申請及び回答に関する事項 

（１）本件に関する質問がある場合は、次のとおり文書により行うこと。なお、質問は当該

業務委託にかかる条件や参加手続きに関する事項に限るものとし、他の事業者からの提案

状況や企画、積算に関する内容等には回答しない。 

ア 申請期限 令和２年１０月２６日（月）１２時まで（必着） 

イ 提出場所 下記 19に示す所属 

ウ 提出方法 質問申請書（第４号様式）を電子メールにより提出 

※質問申請書を電子メールで送信した場合は、必ず電話で着信の確認をすること。 

（２）質問内容に対する回答は、令和２年１０月２８日（水）までに三重県ホームページの

「企画提案コンペ等公告」に掲載する。質問申請提出の有無にかかわらず、企画提案書等

提出前には質問内容に対する回答ページを確認すること。 

 

６ 提出を求める企画提案書等の内容 

次に掲げる書類は、Ａ４サイズを使用すること（Ａ３サイズによる折り込み可）。 

提出書類の部数は（１）～（５）に示すとおりとし、うち１部（正本）には社名及び代

表者名を記載のうえ、代表者印を押印すること。 

また、様式は指定しているものを除き任意とし、指定しているものは当該指定様式によ

り提出すること。 

 

（１）企画提案コンペ参加資格確認申請書（第１号様式）及び添付書類   １部 

※次に掲げる下記書類を１部添付すること。ただし、三重県入札参加資格者名簿（建設工

事関係）登録者または三重県物件等電子調達システム利用登録者であって、登録済みの

情報に変更がない場合は下記書類の提出を省略できる。 

・【法人の場合】「登記簿謄本」又は「登記事項証明書」（商号、所在地、代表者、資

本金等の事項が記載されているもので、提出日以前３か月以内証明日のもの。写し

可。） 

・【個人の場合】「身分証明書」（身元証明書。本籍地市町村長証明のもので、提出日

以前３か月以内証明日のもの。写し可。）及び「成年被後見人、被保佐人等について

登記されていないことの証明書」（東京法務局発行のもので、提出日以前３か月以内

証明日のもの。写し可。） 

※企画提案コンペの参加に関し、支店又は営業所等に権限が委任されている場合は委任状

（第２号様式）を添付すること。 

※共同事業体により参加する場合は、代表者及び構成員全員についての添付書類を提出す
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ること。 

 

（２）企画提案書   ８部（正本１部、写し７部） 

※50頁以内で作成し、両面印刷のうえページ番号を記載すること。 

※「業務仕様書」に基づき、提案者がより効果的と思われる内容で提案すること。企画提

案書に記載された内容を基に、県と協議のうえ委託契約を締結する。 

※企画提案書には下記事項を記載すること。 

【キックオフイベント関係】 

・イベント概要（開催日程・場所、プログラム案）、出演者、講演・トークセッショ

ン等内容、運営体制、アンケート内容等 

・オンライン参加の場合の参加方法及びその内容（市町等のオンラインブース出展含

む。） 

・参加者の募集方法 

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

【ウェブサイト関係】 

・サイト構成・デザイン 

・各ページイメージ（トップページ、モデルプラン一覧ページ、モデルプラン紹介ペ

ージ、施設等一覧ページ、施設等情報ページ、三重の暮らし紹介ページ） 

※パソコン版/スマートフォン版それぞれに示すこと 

・施設等情報ページの事業者等作業画面イメージ 

・マッチング方法及び当該機能利用時の利用者属性情報の収集方法 

・SNSによる情報発信の方法 

・サーバ構築、緊急時の体制等 

【共通】 

・業務実施スケジュール 

・実施体制 

・類似業務の経験・実績の有無及びその内容 

・アピールポイント 

 

（３）見積書   ８部（正本１部、写し７部） 

※見積価格は、本業務の履行に要する全ての経費を含め記載すること。 

※費用の内訳を可能な限り記載すること。 

※見積価格は、消費税及び地方消費税抜きの金額（免税業者にあっては、契約希望額の

110分の 100に相当する金額）とすること。なお、前記３に示した契約上限額は、消費税

及び地方消費税を含んだ金額であるため注意すること。 

 

（４）その他資料   ８部（正本１部、写し７部） 

※提案者の組織概要（名称、所在地、設立年月日、資本金、従業員数等）、組織体制（主

な企業等を含む）、沿革等を簡潔に記載したもの（企業パンフレット等でも可） 
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（５）共同事業体協定書兼委任状（第３号様式）及び添付資料  １部 

※共同事業体による提案の場合のみ提出すること。 

※添付資料として組織の規定・会則を提出すること。 

 

７ 企画提案書等の提出期限及び提出先 

（１）提出期限 令和２年１１月４日（水）１２時まで（必着） 

（２）提出場所 下記 19に示す所属 

（３）提出方法 郵送又は持参 

※電子メール、ＦＡＸによる提出は不可とする。 

※郵送の場合は、上記（２）まで電話連絡をすること。 

 

８ 最優秀提案者の選定・評価方法 

（１）選定方法 

本参加仕様書及び業務仕様書に基づき提出された企画提案書について、別に設置する

「ワーケーション推進のための広報・マッチング促進事業業務委託企画提案コンペ選定委

員会」（以下「選定委員会」という。）において、その内容の審査を行い、最優秀提案を１

件選定する。 

審査は、第１次審査（適否評価、書面審査）及び第２次審査（提案者によるプレゼンテ

ーション）を実施する。 

（２）第１次審査の実施 

提案者が６者を超えた場合、適否評価、企画提案書による書類審査を行い、上位６者を

選定する。第１次審査により落選とされた提案は選定対象から除外し、第２次審査は行わ

ない。 

第１次審査の結果は各提案者に通知する。 

（３）第２次審査の実施 

第１次審査にて選定された企画提案書の審査を行うため、原則として以下のとおり提案

者によるプレゼンテーションを実施する。 

ア 実施日時 令和２年１１月１３日（金） 

イ 実施場所 三重県津市広明町１３番地 

三重県庁８階 雇用経済部会議室 

ウ その他 

・プレゼンテーションは、提案者本人が行うものとする。だだし、事前に委任状（第

２号様式）を提出し、代理人にプレゼンテーションについて委任しているときは、そ

の代理人によるものとする。 

・プレゼンテーションの詳細な時刻等については、別途調整のうえ、各提案者に連絡

する。 

・提案者によるプレゼンテーションは、選定委員会の質疑に対する応答を除き１８分

以内とする。 
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・プレゼンテーションにおける説明は、提出のあった企画提案書により行う。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、ＷＥＢ会議システムを活用したプ

レゼンテーションを実施する場合がある。 

（４）審査結果の通知 

各提案者に対して文書にて通知する。 

 

９ 最優秀提案を選定するための評価基準 

以下の項目により、企画提案書等を総合的に評価して選定する。 

（１）企画性（5点×2） 

・三重県のワーケーション魅力発信に寄与するようなイベント内容の提案となってい

るか 

・オンライン方式を十分に活用したイベント内容の提案となっているか 

・効果的な参加者募集方法の提案となっているか 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に講じた提案となっているか 

（２）構成・デザイン性（5点×2） 

・利用者が必要とする情報を快適に得ることができるようなサイト構成・デザインの

提案となっているか 

・利用者と受入施設等とを効果的にマッチングする機能を提案しているか 

・SNS等を活用した効果的な情報発信の提案となっているか 

・事業者、市町、県が情報更新等の作業を行うにあたって、利便性が高い提案となっ

ているか 

（３）合目的性（5点） 

・事業の目的に合致した合理的かつ具体的な提案となっているか 

（４）実現性（5点×2） 

・具体的で実現可能な内容となっているか 

・実施スケジュールは無理のない内容となっているか 

・類似の業務実績及び業務遂行のための専門的知識があり、ノウハウが提案に反映さ

れているか 

・県からの指示に対して、迅速で柔軟な対応が可能な実施体制となっているか 

（５）経済性（5点） 

・見積金額が提案内容に対し適正であるか 

 

10 最優秀提案者に提出を求める書類 

最優秀提案者にあっては、前記８（４）の通知を受けた後に、以下の書類を提出するこ

と。 

（１）提出書類 

ア 消費税及び地方消費税についての｢納税証明書（その３未納税額のない証明用）｣（所

管税務署が過去６月以内に発行したもの）の写し（提示可。） 

イ 三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、｢納税確認書｣（三重県の
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県税事務所が過去６月以内に発行したもの）の写し（提示可。） 

ウ 契約実績証明書（第５号様式） 

（２）提出期限 別途通知する。 

（３）提出場所 下記 19に示す所属 

（４）提出方法 郵送又は持参 

 

11 契約方法に関する事項 

（１）契約条項は下記 19に示す所属において別途示す。 

（２）契約時に契約保証金の納付が必要となる場合がある。 

（３）契約書は２通作成し、双方各１通を保有する。なお、契約金額は見積書に記載された

金額の 100分の 110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載す

る。 

（４）契約は下記 19に示す所属において行う。 

 

12 監督及び検査 

契約条項の定めるところによる。 

 

13 委託料の支払方法及び時期 

契約条項の定めるところによる。 

 

14 見積及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 

15 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措措置

要綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停置要綱」に基づく落

札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとする。 

 

16 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

（１）受託者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下、

「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。 

①断固として不当介入を拒否すること 

②警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること 

③発注所属に報告すること 

④契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより受託業務の遂行等に

遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと 

（２）契約締結権者は、受託者が（１）②又③の義務を怠ったときは、「三重県の締結する

物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第７条の規定により「三重県物件関係落札資

格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講じる。 
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17 障がいを理由とする差別の解消の推進 

受託者は、業務を実施するにあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

を順守するとともに、同法第７条第２項（合理的配慮の提供義務）に準じ適切に対応する

こと。 

 

18 その他 

（１）企画提案に要する費用は提案者の負担とする。また、提出された書類の資料は返却し

ない。 

（２）提出のあった企画提案書等は、三重県情報公開条例に基づき情報公開の対象となる。 

ただし、企業秘密など公開することで企画提案者に不利益を与える部分は、原則として

公開しない（該当部分について個別に協議する。）。 

 

19 企画提案コンペ・契約に関する事務を担当する課・班 

〒514-8570三重県津市広明町 13番地 

三重県雇用経済部三重県営業本部担当課営業推進班  佐藤、水野 

電話：059-224-2386、FAX：059-224-3024、電子メール：eigyo@pref.mie.lg.jp 
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